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Ⅰ 計画の趣旨 

 国は、急速な少子化の進行等を踏まえ、次代を担う子どもたちの健全な育成を支援

するため、平成 15 年７月に「次世代育成支援対策推進法」（以下「次世代育成支援

法」という。）を制定し、国や地方公共団体は「特定事業主」と定められ、職員の子育

て環境を整え、仕事と家庭を両立できるよう行動計画を策定し取組を進めていくこと

が義務付けられました。 

 このため、本町では次世代育成支援法に基づき平成 18年度に「池田町特定事業主

行動計画」、平成 22年度に「池田町特定事業主行動計画（後期）」を策定し、子育て

支援制度の周知や育児休業等を取得しやすい環境づくりのための代替要員の確保、さ

らには、ノー残業デーなどの時間外勤務の縮減の取組、年次有給休暇等取得の推進な

ど、職員の仕事と子育ての両立ができる環境づくりの取組を多方面から推進してきま

した。 

 また、平成 27年９月には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以

下「女性活躍推進法」という。）が施行され、国や地方公共団体においても「特定事業

主」として行動計画を策定し、女性の職業生活における活躍を推進していくことが義

務付けられたことから、平成 27年度に「池田町における女性職員の活躍の推進に関

する特定事業主行動計画」を策定し、女性職員の積極的採用、男性職員の育児参加の

ための特別休暇等の取得を推進してきました。 

 今回、令和元年６月に女性活躍推進法に基づく事業主行動計画策定指針が改正され、

女性の活躍に向けた公務部門における課題として、「特に、長時間勤務の是正などの

働き方改革、性別にかかわりない職務機会の付与と適切な評価に基づく登用及び男性

の家庭生活（家事及び育児等）への参加促進」に取り組む必要が示されたところであ

り、当該改正の趣旨を踏まえ、次世代育成支援法及び女性活躍推進法の両法の行動計

画を一体として新たに計画を策定します。 

 

Ⅱ 計画の基本的事項 
１ 計画の位置付け 

 本計画は、「次世代育成支援法」第 19条に基づく特定事業主行動計画、「女性活躍

推進法」第 19条に基づく特定事業主行動計画として策定するものです。 

 

２ 計画期間 

 令和４年度から令和７年度までの４年間とします。 

 計画の推進に当たっては、取組の状況確認と検証を行い、必要に応じて見直しを行

いつつ進めていくこととします。 

 

３ 計画の策定主体及び対象職員 

 この計画は、町長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、公平委員会、農

業委員会及び教育委員会の各任命権者が、それぞれ任命した事務部局の職員を対象に

連名で策定したものです。 

 



 

 

次世代育成支援対策推進法（平成 15年７月制定） 
 

目 的 

 急速な少子化の流れを踏まえ、次世代の子どもたちが健やかに生まれ、育成さ

れる社会を形成していくための次世代育成支援を迅速かつ重点的に推進すること

を目的としています。 

 

地方公共団体の責務 

 職員を任用する事業主の立場から、職員の職務環境の整備等を内容とする行動

計画の策定が義務付けられました。 

 

行動計画策定指針（７つの視点） 

①職員の仕事と生活の調和の推進という視点 

②職員の仕事と子育ての両立の推進という視点 

③機関全体で取り組む視点 

④機関の実情を踏まえた取組の推進という視点 

⑤取組の効果という視点 

⑥社会全体による支援の視点 

⑦地域における子育ての支援の視点 

 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年９月制定） 
 

目 的 

 豊かで活力ある社会の実現を図るためには、自らの意思によって職業生活を営

み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されるために、女性の職業

生活における活躍を推進することを目的としています。 

 

地方公共団体の責務 

 女性の職場における活躍に関する状況の把握及び課題分析を行い、その結果を

踏まえ、定量的な目標や取組内容等を示す行動計画の策定が義務付けられました。 

 

内閣府令で定める状況把握項目 

①採用した職員に占める女性職員の割合 

②平均した継続勤務年数の男女の差異 

③職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間 

④管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

⑤各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

⑥男女別の育児休業取得率及び平均取得期間 

⑦男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び平均取得日数 

⑧セクハラ等対策の整備状況 



 

Ⅲ 計画の内容 
 

 

 全ての職員に子育て支援制度の周知を徹底し、妊娠中や子育てを行う職員が安心し

て休暇を取得できる職場環境を構築するとともに、母性保護及び母性健康管理の観点

から設けられている特別休暇制度及び出産費用の給付などの経済的支援措置に関し

て情報提供することで職員に周知徹底を図ります。 

 

◇特別休暇制度 

 

○出生サポート休暇（有給休暇） 

 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められた場

合に、請求に基づき認められる特別休暇 【５日（当該通院等が体外受精及び顕微授

精に係るものである場合は 10日）の範囲内の期間】 

 

○妊娠又は出産後の通院休暇（有給休暇） 

 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の女性職員及び出産後１年以内の女性職員が

母子保健法に規定する保健指導及び健康診査を受ける場合に、請求に基づき認められ

る特別休暇 【①妊娠 23週まで ４週間に１回、②妊娠 24 週から 35 週まで ２

週間に１回、③妊娠 36 週から出産まで １週間に１回、④出産後１年以内 医師又

は助産師の指示による】 

 

○妊娠障害の休暇（有給休暇） 

 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤

務することが困難と認められた場合に、請求に基づき認められる特別休暇 【14 日

以内】 

 

○産前産後の休暇（有給休暇） 

 出産予定日前８週間目（多胎妊娠の場合にあっては、14 週間目）に当たる日から、

出産の日後８週間目に当たる日までの期間中に、請求に基づき認められる特別休暇 

【職員が請求した期間】 

 

○育児の休暇（有給休暇） 

 生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授

乳等を行う場合（男性職員にあっては、当該職員以外の親が当該子を育てることがで

きる場合を除く。）に、請求に基づき認められる特別休暇 【１日２回各 60分以内】 

 

 

◇経済的支援 

①出産したとき 

  

【次世代育成支援】 

１ 子育て支援制度の理解向上 



 

給付金の名称等 金額等 備考 

出産費、家族出産費 

産科医療補償制度に加入する

分娩機関で出産した場合は、

42万円。それ以外は、40万

８千円。 

共済組合から支給 

出産祝金 ５万円 福祉協会から支給 

②育児休業のとき   

給付金の名称等 金額等 備考 

育児休業手当金 

育児休業期間中１日につき標

準報酬日額（標準報酬月額の

１／22の額）×67／100

（180日まで、181日～１

年までは、50／100） 

子が１歳に達する日ま

で支給（共済組合） 

※１歳６か月、２歳ま

で支給が延長となる場

合もある 

共済掛金 免除   

 

 

 父親となる職員が子育ての始まりの時期に親子の時間を大切にし、子どもを持つこ

とに対する喜びを実感するとともに、出産後の配偶者を支援するため、子どもの出生

時における父親の休暇取得を促進します。 

 

○配偶者出産休暇（有給休暇） 

 配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合に、請求に基づ

き認められる特別休暇 【３日以内（休暇の単位は１日又は１時間）】 

 

《現状》 

配偶者出産休暇の取得率 
※R２年度は取得対象者無し 
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【次世代育成支援】【女性活躍推進】 

２ 男性職員の子育て目的の休暇等の取得促進 



 

 

 配偶者出産休暇の平均取得日数 

 
 

《目標》 

配偶者出産休暇３日の取得率：100％ 

 

《取組み内容》 

○父親となることがわかった男性職員は、仕事と子育ての両立が必要になるという

ことを職場で受け止めてもらうよう、所属長や、周りの職員に速やかに申し出る

こととします。 

○周りの職員が全員で、配偶者出産休暇を取得しやすい雰囲気づくりに努めるもの

とします。 

 

  

 育児休業、育児短時間勤務等の取得を希望する職員について、その円滑な取得の促

進等を図るため必要な措置を講じることとします。特に男性職員の育児休業の取得率

が低いことから、父親がもっと子育ての喜びや責任を認識できるよう、積極的に育児

休業等の取得を促進します。 

 

《現状》 

 男女別の育児休業の取得率 

 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R1年度 R2年度 

女性職員 1人中 1 人 

100.0％ 

2人中 2人 

100.0％ 

1人中 1人 

100.0％ 

1 人中 1人 

100.0％ 

2人中 2人 

100.0％ 

男性職員 4人中 0 人 

0.0％ 

5人中 1人 

20.0％ 

2人中 0人 

0.0％ 

3 人中 0人 

0.0％ 

0人中 0人 

0.0％ 

 

《目標》 

男性職員の育児休業について、職場環境や職員の意識向上に努めます。 
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【次世代育成支援】【女性活躍推進】 

３ 育児休業を取得しやすい職場環境の整備等 



 

○育児休業・部分休業（無給） 

 職員が、３歳に達する前の子どもを養育する場合に育児休業を取得できます。また、

小学校就学前の子どもを養育する場合には、１日２時間以内の部分休業が取得できま

す。 

 

○育児短時間勤務（勤務時間に応じた給与支給） 

 小学校就学前までの子を持つ職員が、育児のため１日又は週当たりの勤務時間を短

縮した勤務を行うことができる制度。 

《選択できる勤務形態》 

 ①１日当たり３時間 55分（週 19 時間 35分） 

 ②１日当たり４時間 55分（週 24 時間 35分） 

 ③週３日（週 23時間 15分） 

 ④週２日半（週 19時間 25分） 

 

《取組み内容》 

○育児休業等の制度の趣旨及び内容について、職員に対して周知します。 

○所属長は、育児休業等の申出があった場合、業務に支障が出ないように必要に応

じた業務分担の見直しを行うなど、職員が安心して育児休業等を取得できるよう

に努めます。 

○周りの職員が全員で育児休業等を取得しやすい雰囲気づくりに努めるものとし

ます。 

○育児休業等取得中の職員及び職場復帰した職員に対して、円滑な職場復帰のため

の個別の相談や質問に対応します。 

○男性の育児休業制度取得促進に関する先進事例や男性の育児休業取得体験談な

どを紹介します。 

○育児休業の取得が困難な男性職員に対しては、育児参加のための特別休暇の取得

促進について周知徹底を図ります。 

 

○育児参加の休暇（有給休暇） 

 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあって

は、14 週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの期間にある場合

において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を

含む。）を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると

認められる場合に、請求に基づき認められる特別休暇 【当該期間内における５日の

範囲内の期間（休暇の単位は１日又は１時間）】 

 

○職員の妊娠又は配偶者の妊娠により育児休業などを取得する旨の申し出があっ

た場合は、速やかに職場内の人員配置、事務分担の見直しを検討するとともに、

財政負担を考慮しながら代替要員の確保に努めます。 

 



 

 

 職場における恒常的な時間外勤務は、子育てをする職員にとって大切な子どもと触

れ合う時間を奪うだけでなく、職員の健康状態に対しても重大な影響を及ぼします。

所属長をはじめ職員一人ひとりが、時間外勤務は、本来、公務のために臨時又は緊急

の必要がある場合に行われる勤務であるという認識を深め、職場全体で定時退庁、早

期退庁に努めます。 

 

《現状》 

 職員一人当たりの時間外勤務の状況                  （時間） 

 
 

月45時間超時間外勤務の職員数の推移                 （人） 

 
 

《目標》 

 月間の時間外勤務時間が 45時間を超えた職員数：50人以下 

 月 45時間を超えた時間外勤務：連続して２ヶ月まで 

 

《取組み内容》 

○所属長は、率先して早期退庁するとともに、定時以降の会議や打合せを控えるな

ど、職員が早期退庁しやすい環境づくりに努めます。 
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【次世代育成支援】【女性活躍推進】 

４ 時間外勤務の縮減 



 

○毎週水曜日の全庁的な定時退庁日（ノー残業デー）には、時間外勤務を行わない

ということを、日頃から所属内において意識し、徹底します。 

○所属長は、事務処理が効率的に行わるようリーダーシップを発揮するとともに、

所属職員の勤務状況を常に把握することにより、改善への即応処理に努めます。 

○全ての職員は、日頃の仕事において、時間外勤務を縮減するよう意識し、周りの

職員と声を掛け合って退庁するよう努めます。 

 

 

  職員が休暇を取得し、子どもと過ごす時間を多く持つことは、子どもの健やかな

成長に良い影響をもたらすとともに、職員の親としての意識や責任感を高めること

につながります。 

  また、心身の疲労回復とそれに伴う業務能率の向上や、ワークライフバランスの

実現の観点からも大変有意義なものであることから、より一層休暇を取得しやすい

職場の雰囲気づくりに努めるものとします。 

 

《現状》 

 職員一人当たりの年次有給休暇取得日数 

 
 

《目標》 

５日以上取得する職員の割合を 100％ 

 

《取組み内容》 

○所属長は、率先して休暇を取得するとともに、事務処理の相互応援体制を整える

など、職員が休暇を取得しやすい環境づくりに努めます。 

○所属長は、職員の家庭・家族の状況をできる限り把握し、必要な休暇を取得でき

るよう配慮します。 

○全ての職員は、自分が休めるようにすることと、周りの職員が休めるようにする

ことを同時に配慮します。 
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【次世代育成支援】【女性活躍推進】 

５ 年次有給休暇の取得促進 



 

○ゴールデンウイーク期間や夏季休暇の前後における年次有給休暇の取得の促進

により、職員の活力の向上を図るとともに、子どもとの触れ合いの時間を増やし、

仕事と家庭生活の両立を支援します。 

 

 

過去６年間の女性職員の割合は、平成 29 年度を除いて前計画の目標値の 33.3％

を達成しています。 

 

《現状》 

採用者に占める女性職員の割合 

 
 

《目標》 

今後の計画期間内の女性職員の採用割合についても、引き続き 33.3％以上を目

指します。 

 

 
 女性管理職は、平成 28年度の 4.5％から令和３年度は 9.5％となり、女性職員

の積極的な登用が図られてきました。 

 今後も、人事異動等で割合が大きく変動しないよう、次の管理職を担う女性係長

職の層を確保し、積極的な登用につなげます。 
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【女性活躍推進】 

６ 女性職員採用の拡大と目標 

【女性活躍推進】 

７ 女性登用の推進関係 



 

 

 

 

 

 

《現状》 

 管理職に占める女性職員の割合 

 
  

各役職段階の職員の女性割合（R３.4.1時点） 

 
  

《目標》 

多様化する住民ニーズに対応していくためには、女性の視点を反映することがま

すます重要であり、今後も女性職員の積極的な登用を図るため、職員の意欲と能力

の把握に努めるとともに、職域の拡大と幅広い職務を経験できるように配慮し、女

性リーダーのキャリアアップを支援します。 

 

 

 パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等に関するハラスメントについて、

防止措置や相談体制等を定めるガイドラインを策定しています。 
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【女性活躍推進】 

８ セクシュアルハラスメント等対策の整備状況  



 

 このガイドラインに基づき、ハラスメントの防止に向け、適切な措置を講じていま

す。 

 

 

 地域の子育て活動への参加に意欲がある職員、また、スポーツや文化活動など、子

どもたちの育成に有用な知識や技術を有する職員の地域における子育て活動への参

加を奨励するとともに、地域活動に参加しやすい職場の雰囲気づくりに努めることと

します。 

【次世代育成】 

９ 子育てに関する地域貢献活動  


